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               新しい履行保証制度に係る一般管理費等率の補正
               の取扱いについて（通知）

  このことについて、平成８年２月２８日付管第１００８号で通知されているとこ
ろでありますが、新しい履行保証制度の導入に伴い、契約の保証に必要な費用の取
扱いについて別紙のとおり取扱うこととし、平成８年４月１日以降起工決裁のもの
から適用することとしたので、貴課・事務所職員に周知してください。

別紙

               契約の保証に必要な費用の積算上の取扱いについて

  新しい履行保証制度の導入にともない、契約の保証に必要な費用の取扱いについ
て下記のとおり取扱うこととする。

                              記

  契約の保証に必要な費用（契約保証費）は、一般管理費等率に計上することとし、
計上が必要な場合の一般管理費等率は以下のとおりとする。
  なお、契約保証費は、当初積算時に計上するものとする。

  ※なお、電算上の取扱いについては以下のとおりです。
          ・一般管理費等率の補正を行う場合
                【Ｂ構成】－【Ｂ＊＊＊１１】
          ・一般管理費等率の補正を行わない場合
                【Ｂ構成】－【Ｂ＊＊＊１０】


